
議員提出議案第５号 交野市議会ハラスメント防止条例の制定について

参考資料

１．制定目的

議員及び議会としての役割を十分に発揮するため、ハラスメントの防止に関し、必要な措置を講

ずることで、市民から信頼される議会の実現に向け、条例制定するもの。

２．条例概要

３．参考ＵＲＬ

公布の日

対 象 ： 議員間、議員から職員のハラスメント

該当行為 ： パワハラ、セクハラ、マタハラとされる行為のほか誹謗中傷、風評等により相手方の

人権を侵害し、又は相手方の勤務環境を害する行為。

相談体制 ： 議員相談員（議長、副議長、予め指名した議員２名 計４名の男女比同数）

大阪府議会の議員を対象とした相談窓口（弁護士等）

対応措置 ： 申出者、相談者又は当事者等から事実関係を聞き取りし、弁護士等に意見聴取を行い、

答申にて事実認定が妥当と判断された場合、事実認定、公表等を行う。

４．施行期日

大阪府内の地方議会における府民の政治参画の推進に関する条例第１３条：Ｒ５年大阪府条例第１号

概要：https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/33654/joreigaiyo.pdf

条例：https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00002212.html

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/33654/joreigaiyo.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00002212.html


参考資料

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

第三者 

弁護士等 

相談・苦情 

相談窓口等 

行為者 
【職員】 

被害者 

ハラスメント 

周囲の職員 【議員】 

申し出 

人事課 

本人同意の上 

情報提供 

聞き取り・ 

意思確認 

 

議長 

（事務局） 

幹事長会議 

（議会） 

報告 

指導・ 

フォロー 

 第三者（弁護士等） 

による窓口を新設。 

被害者の同意を得て、 

人事課に調査や措置 

を要請する。 

公の場以外、 

一議員の言動 

聞き取りが足り 

ない場合は、第

三者からも 

人事課長同席 

申し出 

〇議員から職員へのハラスメント処理フロー図 

聞き取り・ 

事実確認 

議長 

（事務局） 
弁護士 

議長 

（議会） 

意見聴取 

答申 

聞き取り結果 

・対応方針 

事実認定結果公表 

個人情報を伏せた形 



参考資料

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

       

幹事長会議 

（議会） 

〇議員間のハラスメント処理フロー図 

【議員】 【議員】 

被害者 

ハラスメント 相談・苦情 

相談窓口等 

基本的に議員は、上下関係が 

ないため、個々でコミュニケ

ーションを取り、解決 

公の場以外、 

一議員の言動 

行為者 

行為者 

答申 

指導・ 

フォロー 

相談時、原則 

２名で対応 構成は、男女比 

同数とする 

聞き取り 

・調査 

対応協議 

通知 

大阪府議会 

（弁護士等の相談員） 

議長 

（事務局） 

議長 

（事務局） 

聞き取り・ 

事実確認 

弁護士 

議長 

（議会） 

報告 

意見聴取 

事実認定結果公表 


